
新たな医療計画について   



医療法改正の経緯  

終戦後：感染症等の急性期患者が中心の時代。医療へのフリーアクセス確保のため、  
医療機関、医療従事者の量的な充実が急務  

1948年 医療法制定   医療水準の確保を図るため病院の施設基準等を整備  

高齢化の進展、疾病構造の変化（急性疾患→慢性疾患）。国民の意識の変化  
量的整備がほぼ達成→医療機関の地域偏在の解消。医療施設の機能の体系化  

医療の高度化・専門化，チーム医療の進展  

1985年 第一次改正  

1992年 第二次改正  

1997年 第三次改正  

医療計画の創設  

療養型病床群制度導入・特定機能病院制度導入  

診療所への療養型病床群導入  

病床区分見直し（療養病床と一般病床の区分）・  2000年 第四次改正  
医療情報提供の推進■臨床研修必修化  

2006年 第五次改正   良質な医療を提供する体制の確立  
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良質な医療を提供する体制の確立を図るための   

医療法等の一部を改正する法律の概要   

国民の医療に対する安心・信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に受けられる体  

制を構築するため、患者等への医療に関する情報提供の推進、医療計画制度の見直し等を  

通じた医療機能の分化・連携の推進、地域や診療科による医師不足問題への対応等の措  

置を講ずる。  

1患者等への医療に関する情報提供の推進  

2 医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化一連携の推進  
医療計画制度を見直し、地域連携クリテイカルパスの普及等を通じ、医療機能の分化■連携を推進し、  

切れ目のない医療を提供する。  

○ 脳卒中、がん、小児医療、周産期医療等、疾病別事業別の具体的な医療連携体制を記載  
○ 数値目標を明示し、事後評価出来る仕組み  

3 地域や診療科による医師不足問題への対応  

4 医療安全の確保  
5 医療従事者の資質の向上  
6 医療法人制度改革  
7 その他  
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医療計画の記載内容  

これまでの医療計画  
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医療計画に記載しなければならない事項：改正前医療法第30条の3）  

○医療圏の設定  

○基準病床数の算定  

○地域医療支援病院等の整備目標  

○設備、器械・器具の共同利用等、医療関係施設相互の機能の分担  

○休日診療、夜間診療等の救急医療の確保  

○へき地医療の確保  

○医師等の医療従事者の確保  

○その他医療を提供する体制の確保  

これからの医療計画  

医療計画に記載しなければならない事項：改正医療法第30条の4）  

○医療圏の設定  

〈4疾病〉  
がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖  

尿病  

〈5事業〉  
救急医療、災害医療、へき地医療、  

小児医療、周産期医療  

○基準病床数の算定  

○地域医療支援病院等の整備目標  

04疾病及び5事業の目標・医療連携体制、医療圏の設定  

○医療連携における医療機能に関する情報提供の推進  

○居宅等における医療の確保  

○医療安全の確保  

○医師等の医療従事者の確保  

○その他医療を提供する体制の確保  
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医療計画作成の準備  

3つの課題  

的管理から医療の安全一質を評価する医療計画へ  ・病床数の量   

・住民・患者に分かりやすい医療計画へ  

・数値目標を示し評価できる医療計画へ  

医療連携体制  3つの視点  
露  

一つの医療機関だけで完結する医療  
J  

・「住民・患者」  

・「医療提供者」  

イ都道府県」  
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地域の医療提供者が医療連携によって患者  

の治療を分担、完結する医療を推進  
く＝＞－  

二一        ＝  一  ‾  ‾‾ ‾‾‾‾‾「■＝丁‾■‾‾‾‾‾■■‾‾」■±‾T「‾∵≡‾」＝＝＝、  

・患者が受診する医療機関を選択  

・医療機関相互の協力と切瑳琢磨  

・医療サービス中質の向上   
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医療連携体制を構築し医療計画に明示  
【医療法第30条の4第2項第2号】  

5事業【＝救急医療等確保事業］  

第5号で規定）  

医療の確保に必要な事業   

救急医療  

災害時における医療  

へき地の医療  

周産期医療  

小児医療（小児救急医療を含む）  
≡
≡
≡
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上記のほか、都道府県知事が疾病  
生状況等に照らして特に必要と   
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医療提供体制の確保を図るための基本的な方針の概要  
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医療及び医療機関に関する情報の公表  

○各地域の医療連携及び各医療機関の機能を住民に分かりやすく公表する。  

生活リハを含めた療養医  

療を提供する  

機能を有する医療機関  

回復期リハビリの機能   

を有する医療機関  

地域の救急医療の機能  

盲有する医療機関  

◇◇病院  

▲▲病院  

ロ○診療所  

00病院  
◇◇病院  

▲▲病院  

00病院  
△△病院  

ロロ病院  
各医療機関の  

詳しい情報を   

公表する。  

＜◇◇病院の医療機能＞  

医師数  

看言隻師数  

平均在院日数  

＜00病院の医療機能＞  
医師数  

平均在院日数  

地域連携クリテイカルパ  

＜00病院の医療機能＞  
医師数  

保有する施設設備  

対応可能な疾患一治療  

内容   スの有無  など  

＜◇◇病院の医療機能＞  ＜▲▲病院の医療機能＞   

＜△△病院の医療機能＞  
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がんの医療連携体制構築に係る医療計画作成指針（案）  

（目次）   

第1  がんの現状  
どのような医療が行われているのかを概観  

第2  医療機関とその連携  
どのような医療連携体制を構築すべきかを提示  

構築の具体的な手順   
地域の実情に応じて圏域を設定し、その圏域ごとの  

医療機関間の連携の検討を行い、最終的には評価ま  
で行えるようにする。  

第3  
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がんの医療連携体制構築に係る医療計画作成指針（案）  

第1がんの現状   
1がんの疫学  

2 がんの予防、がんの早期発見  
（1）がんの予防  

（2）がんの早期発見  

3 がんの医療  
（1）診断  

（2）がん治療  

（3）緩和ケア  

4）がん治療後のリハビリテーション、定期的なフォロー   

アップ、在宅療養  
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がんの医療連携体制構築に係る医療計画作成指針（案）  

第2 医療機関とその連携   
1目指すべき方向   
（1）集学的治療が実施可能な体制   

（2）治療の初期段階から緩和ケアを実施する体制  

（3）地域連携・支援を通じたがん診療水準の向上  

2 各医療機能と連携  
（1）がんを予防する機能【予防】  

（2）専門的ながん診療機能【専門診療】  

（3）標準的ながん診療機能【標準的診療】  

（4）在宅療養支援機能【療養支援】  
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がんの医療連携体制構築に係る医療計画作成指針（案）  

第3 構築の具体的な手順  

1  情報の収集   
（1）患者動向に関する情報   

（2）医療資源・連携等に関する情報   
（3）指標による現状把握  

（指標例：ストラクチャー指標、プロセス指標、  
アウトカム指標）   

2 医療機能の明確化及び圏域の設定に   
関する検討   

3 連携の検討及び計画への記載  

数値目標及び評価  
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